
第２期成年後見制度利用促進基本計画進捗状況一覧表
令和７年３月31日現在

※評価：「☆」予定通り進捗かつ特記事項あり、「○」予定通り進捗、「△」進捗あるが遅れ・課題あり、「□」検討中、「×」進捗なし、「◎」完了、「－」中止

備考

評価 説明(進捗状況) （特殊要因等）

1 中核機関の運営及び連絡協議会の機能拡充

(1) 中核機関の円滑な運営

・引き続き、中核機関及び成年後見利用支援センターを
市と福祉公社が共同で運営します。
・市は連絡協議会の事務を担い、会議の開催及び関係機
関への連絡調整等を行います。また、制度の周知や広報
を行います。
・相談対応、成年後見人等支援は福祉公社を中心に行い
ます。

○

・成年後見利用支援センターは福祉公社が市から受託し、
運営している。
　
・市は福祉公社と共同で、中核機関として成年後見制度地
域連携ネットワーク連絡協議会の運営および制度の周知を
行っている。

地域支援課
福祉公社

(2) 連絡協議会の機能拡充

・引き続き、現在の成年後見制度地域連携ネットワーク
連絡協議会の活動を維持しながら、内容の充実を図りま
す。
・権利擁護支援を必要とする人に近い関係者に対し、連
絡協議会を周知し、地域連携ネットワークの強化を図り
ます。

○

・成年後見制度地域連携ネットワーク連絡協議会
　　委員構成：専門職４人、ＮＰＯ法人代表１、福祉関係
者
             ４人、市職員４人
　　会議：２回
　　学習会・相談会：１回、参加26人

地域支援課
福祉公社
生活福祉課
高齢者支援課
障害者福祉課

2 既存のネットワークを活用した権利擁護支援の地域連携ネットワークの強化

(1)
支援が必要な人の早期発見と
連携体制の強化

・成年後見利用支援センターについて、さらなる周知に
努めます。パンフレットの更新のほか、配布先の新規開
拓や方法の見直しを行います。
・権利擁護支援について、的確にニーズを把握し必要な
機関につなぐための方法を検討し、共有します。

○

・成年後見利用支援センターのパンフレットを市民や関係機関
へ配布し、周知に努めた。実際に各福祉関係機関や銀行、法律
事務所等からの相談があり、相談窓口として認知されている。

・福祉公社では、関係機関との連携が円滑にとれるよう、以下
の協議体に委員として参加している。

　　総合支援調整会議（生活福祉課）：６回、権利擁護セン
ター職員が参加

　　権利擁護ワーキング会議（次項参照）：７回、権利擁護セ
ンター職員が参加
　
　　高齢者及び障害者虐待防止連絡会議、障害者差別解消支援
地域協議会（高齢者支援課、障害者福祉課）：２回　権利擁護
センター職員が参加
　
　　入退院時支援部会（高齢者支援課）：３回　権利擁護セン
ター職員が参加

地域支援課
福祉公社
生活福祉課
高齢者支援課
障害者福祉課

項目

施策
計画の記載 担当

令和６(2024)年度

資料４

令和７年５月19日

第１回健康福祉施策推進審議
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※評価：「☆」予定通り進捗かつ特記事項あり、「○」予定通り進捗、「△」進捗あるが遅れ・課題あり、「□」検討中、「×」進捗なし、「◎」完了、「－」中止

備考

評価 説明(進捗状況) （特殊要因等）項目

施策
計画の記載 担当

令和６(2024)年度

第１回健康福祉施策推進審議

(2)
権利擁護支援のための成年後
見人等の支援チームへの参加
促進

・成年後見の受任者調整（マッチング）等の仕組みを構
築するにあたり、専門職後見人等が就任前から支援チー
ムへ参加できるよう、併せて検討します。
・意思決定についての支援者が支援チームへ参加するこ
との必要性について、引き続きケアマネジャー・相談支
援専門員等を含めサービス提供関係機関に周知します。

□

・地域支援課では、総合支援調整会議内に権利擁護ワーキング
チームを組織し、身寄りのない高齢者等が抱える生活上の課題
について検討を行った。

・福祉公社では、関係機関との連携が円滑にとれるよう、以下
の協議体に参加した。【再掲】
　総合支援調整会議（生活福祉課）：６回、権利擁護セン
　　　ター職員が参加
　権利擁護ワーキング会議：７回、権利擁護センター職員が
　　　参加【再掲】

地域支援課
福祉公社
高齢者支援課
障害者福祉課

3 権利擁護支援を支える機能の充実

(1)
広報機能の充実（周知啓発と
講座等の拡充）

・成年後見利用支援センターについて、さらなる周知に
努めます。パンフレットの更新のほか、配布先の新規開
拓や方法の見直しを行います。【再掲】
・市民及び関係者を対象とした講演会及び学習会・相談
会を開催します。
・関係機関や市の関連イベント等（ケアリンピック武蔵
野、認知症サポーター養成講座等）を活用し、権利擁護
支援についての周知を図っていきます。
・市民を対象とした講座として、福祉公社は老いじたく
講座を、市ではエンディング支援事業や親なき後講座等
を継続します。
・権利擁護支援を必要とする人の早期の発見につなげる
ほか、終末期への備えを考えるきっかけとなるよう広報
内容を工夫していきます。

○

・制度の周知啓発、利用促進のため、以下の講座等を行った。

　成年後見制度講演会（成年後見利用支援センター）
　　９/７開催、参加39人

　成年後見制度学習会・相談会（成年後見利用支援セン
　ター、成年後見制度地域連携ネットワーク連絡協議会）
　　１/25開催、参加26人

　親なき後講座（ＮＰＯ法人こだまネット、障害者福祉課委託
事業）
　　講座：３回、参加（延べ）119人
　　講演会：９/６開催、参加103人

　老いじたく講座（成年後見利用支援センター）
　　全24回、参加（延べ）124人

　エンディング支援事業（高齢者支援課）
　　エンディングノート配布：697部(３月末時点)
　　出前講座：７回、参加（延べ）97人（３月末時点）
    講演会：２/６開催、参加66人

地域支援課
福祉公社
高齢者支援課
障害者福祉課

(2) 相談機能の拡充

・成年後見利用支援センターについて、さらなる周知に
努めます。パンフレットの更新のほか、配布先の新規開
拓や方法の見直しを行います。【再掲】
・福祉公社では引き続き、相談を受けた対象者のアセス
メントを行い、必要なサービスや福祉資源、後見人等候
補者の選定等について、専門職団体等の協力も得なが
ら、相談者、福祉関係者へアドバイスし、専門職間での
連携のための調整を行います。
・障害特性に応じた専門的な相談対応などについて検討
し、相談体制の充実を図ります。
・成年後見利用支援センターでは、身上保護に関する支
援への苦情等について、その解決に向けて関係機関と連
携して対応するほか、不適正・不適切な事案については
家庭裁判所に連絡し、対応を依頼します。

○

・以下の場所及び機会において相談を受け付けた。

　成年後見利用支援センター相談受付（対象者不問。制度全般
に関し、随時受付）：電話、窓口延べ98件
　
　親なき後講座個別相談（受講者対象。福祉公社職員が対
応）：５件
　
　エンディング支援事業個別相談（受講者対象。福祉公社職員
が　対応）：３件
　
　成年後見制度学習会・相談会（学習会参加者対象。成年後見
制度地域連携ネットワーク連絡協議会委員の専門職及び福祉公
社職員が対応）：専門職４件、福祉公社４件

地域支援課
福祉公社
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※評価：「☆」予定通り進捗かつ特記事項あり、「○」予定通り進捗、「△」進捗あるが遅れ・課題あり、「□」検討中、「×」進捗なし、「◎」完了、「－」中止

備考

評価 説明(進捗状況) （特殊要因等）項目

施策
計画の記載 担当

令和６(2024)年度

第１回健康福祉施策推進審議

(3)
受任者調整（マッチング）等
の支援

・福祉公社は中核機関として関係機関からの相談に対応
し、アセスメントや申立支援を行います。
・成年後見人等候補者に市民後見人を推薦する場合は、
今後も引き続き、福祉公社における市民後見人推薦ガイ
ドラインに基づいて候補者を立てるように調整します。
・受任者調整（マッチング）等について、連絡協議会に
おいて、仕組みや調整方法を協議し、体制の構築を図り
ます。
・受任者調整（マッチング）等の仕組みを構築するにあ
たり、専門職後見人等が就任前から支援チームへ参加で
きるよう、併せて検討します。【再掲】

□

・福祉公社では、市民等からの相談に対応し、親族が後見申立
人及び後見人等候補者になる場合には、必要に応じて親族申立
のための支援を行うとともに、家庭裁判所への定期報告作成の
支援や必要に応じて専門職を紹介し繋ぐなどの支援を行った。

地域支援課
福祉公社

(4) 市長申立の実施

・成年後見制度を必要としながら申立権者がいない人に
ついて、支援の必要が生じた際に迅速に対応できるよ
う、中核機関及び市の関係部署での連携体制を維持しま
す。

○

・健康福祉部内に市長申立判定会議を組織し、必要が生じた際
に迅速に対応できる体制を整備している。

　市長申立件数（申立日ベース）：10件（高齢者８、障害者
２）

地域支援課
福祉公社
生活福祉課
高齢者支援課
障害者福祉課

(5)
成年後見制度利用支援事業の
拡充の検討

・制度の利用を促進し、かつ実態にあった助成となるよ
う、報酬助成額の改定や申立費用の助成等助成のあり方
を検討します。

☆
・令和７年度より成年後見人等への報酬助成制度の対象者の経
済的要件を、生活保護受給（相当）から住民税非課税まで拡大
する。

地域支援課
福祉公社

4 担い手の育成及び支援

(1) 市民後見人の育成及び支援

・引き続き、成年後見利用支援センターでは、近隣６市
と共同して７市合同市民後見人等養成講座・フォロー
アップ研修を実施します。
・成年後見人等候補者に市民後見人を推薦する場合は、
福祉公社における市民後見人推薦ガイドラインに基づい
て候補者を立てるように調整します。【再掲】
・市民後見人が後見人等を受任した場合は、福祉公社が
後見監督人としてフォローします。
・福祉公社の市民後見人登録名簿登載者について、福祉
公社の後見協力員としての活動を通じ、スキルアップを
図ります。

○

・成年後見利用支援センターでは、近隣６市と共同で「７市合
同市民後見人等養成講座」と「フォローアップ研修」を隔年で
実施している。令和６年度は養成講座を実施。
　また、修了者への相談対応・助言等を行い、市民後見人が適
切である場合には、「市民後見人推薦ガイドライン」に基づい
て候補者を立てるよう調整している。

　７市合同市民後見人等養成講座：全５回、修了４人

　福祉公社 市民後見人受任数：０人（登録者数19人）

　福祉公社後見活動メンバー登録者数：４人

地域支援課
福祉公社

(2) 法人後見人の育成

・連絡協議会を通じ、法人後見のニーズ及び状況等を調
査研究します。
・福祉公社において、ＮＰＯ法人こだまネットをはじめ
とした障害分野の関係機関と情報の共有、連携を図りな
がら、法人後見の受け手を広げ、障害分野の後見業務を
実施します。

○

・ＮＰＯ法人こだまネットでは、障害者福祉課からの委託を受
け、「親なき後講座事業」として制度の普及啓発、相談対応及
び後見業務を遂行できる人材の育成支援を行った。

・福祉公社は、相談員や講師を派遣し、事業への協力を行っ
た。

　　講座：３回、参加（延べ）119人
　　講演会：９/６開催、参加103人
　　個別相談：実施

地域支援課
福祉公社
障害者福祉課
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※評価：「☆」予定通り進捗かつ特記事項あり、「○」予定通り進捗、「△」進捗あるが遅れ・課題あり、「□」検討中、「×」進捗なし、「◎」完了、「－」中止

備考

評価 説明(進捗状況) （特殊要因等）項目

施策
計画の記載 担当

令和６(2024)年度

第１回健康福祉施策推進審議

(3) 親族後見人への支援

・在宅介護・地域包括支援センター職員やケアマネ
ジャーを通じて、親族後見人に中核機関である福祉公社
が相談機関であること等を周知していきます。
・市内における親族後見人の実情を把握し、必要に応じ
て支援するため、親族後見人が情報交換や相談ができる
場の設定について検討実施します。

○

・福祉公社では、市民等からの相談に対応し、親族が後見申立
人及び後見人等候補者になる場合には、必要に応じて親族申立
のための支援を行うとともに、家庭裁判所への定期報告作成の
支援や必要に応じて専門職を紹介し繋ぐなどの支援を行った。
【再掲】

地域支援課
福祉公社

(4) 専門職後見人への支援

・成年後見制度地域連携ネットワーク連絡協議会におい
て専門職と関係機関の連携を推進し、専門職後見人の活
動を支援します。
・福祉公社では相談を受けた対象者のアセスメントを行
い、必要なサービスや福祉資源、後見人等候補者の選定
等について、専門職団体等の協力も得ながら、相談者、
福祉関係者へアドバイスし、専門職間での連携のための
調整を行います。【再掲】
・受任者調整（マッチング）等の仕組みを構築するにあ
たり、専門職後見人等が就任前から支援チームへ参加で
きるよう、合わせて検討します。【再掲】
・制度の利用を促進し、かつ実態に合った助成となるよ
う、改定を検討します。【再掲】

○

・福祉公社では、市民等からの相談に対応し、親族が後見申立
人及び後見人等候補者になる場合には、必要に応じて親族申立
のための支援を行うとともに、家庭裁判所への定期報告作成の
支援や必要に応じて専門職を紹介し繋ぐなどの支援を行った。
【再掲】

・令和７年度より成年後見人等への報酬助成制度の対象者の経
済的要件を、生活保護受給（相当）から住民税非課税まで拡大
する。【再掲】

地域支援課
福祉公社

4 


